
○おおい町企業振興条例施行規則

平成１８年３月３日 

規則第９１号 

改正 平成２０年１２月１日規則第１５号 

平成３１年３月１９日規則第２号 

令和５年３月３１日規則第２０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、おおい町企業振興条例（平成１８年おおい町条例第１５１号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。 

（助成金の種類及び適用基準） 

第３条 条例第３条第１項第１号に規定する助成金の種類は、次のとおりとする。 

（１） 企業立地助成金

（２） 借地助成金

（３） 雇用奨励助成金

（４） 建設資金等利子補給金

２ 前項に規定する助成金の適用基準は、別表第１のとおりとする。 

３ 指定事業者は、会社法（平成１７年法律第８６号）に定める会社をいう。 

（指定の申請） 

第４条 条例第４条に規定する指定の申請は、工場又は店舗（以下「工場等」とい

う。）の事業開始の日の６箇月前までに指定申請書（様式第１号）を町長に提出

しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合の指定申請の提出期

限は、この限りでない。 

（指定の通知） 

第５条 町長は、条例第５条の規定により指定を行ったときは、その指定の内容及

び条件を指定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 



（変更の申請） 

第６条 指定事業者は、指定申請書及びその添付書類に記載された事項について変

更があったときは、速やかに指定内容変更申請書（様式第３号）を町長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

（変更の承認） 

第７条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、適当と認め

るときは、指定内容変更承認書（様式第４号）により指定事業者に通知するもの

とする。 

（事業開始届） 

第８条 指定事業者は、事業開始の日から１５日以内に事業開始届（様式第５号）

を町長に提出しなければならない。 

（交付の申請） 

第９条 助成金の交付を申請しようとする指定事業者は、別表第２に定める書類を

添えて、同表に定める期間内に助成金交付申請書（様式第６号）を町長に提出し

なければならない。 

（交付の決定） 

第１０条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認める

ときは、助成金交付決定通知書（様式第７号）により指定事業者に通知するもの

とする。 

（交付の請求） 

第１１条 前条の交付決定を受けた指定事業者は、通知書を受理した日から３０日

以内に助成金交付請求書（様式第８号）により、町長に助成金の交付を請求しな

ければならない。 

２ 町長は、前項に規定する助成金交付請求書を受理したときは、指定事業者に助

成金を交付するものとする。 

第１２条 削除 

（指定の取消し等） 



第１３条 条例第６条第１項に規定する指定の取消しができる期間は、事業を開始

した日から５年間とする。 

２ 指定事業者は、当該工場等の事業を開始後１０年以内に、当該事業を休止し、

又は廃止したときは、休止期間又は廃止の日及びその事由を該当事実が生じた日

から１０日以内に、事業休止（廃止）届（様式第９号）により町長に届け出なけれ

ばならない。 

（事業等報告） 

第１４条 条例第７条の規定に基づき指定事業者は、当該工場等の事業を開始した

日の属する年から５年間、各年の事業等の状況を当該決算終了の日から２月以内

に、事業状況報告書（様式第１０号）により町長に報告するものとする。 

（指定の承継） 

第１５条 条例第８条に規定する指定の承継承認申請は、事業承継後速やかに指定

承継承認申請書（様式第１１号）により行うものとする。 

（指定承継の承認） 

第１６条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適

当と認めるときは、指定承継承認書（様式第１２号）により申請者に通知するも

のとする。 

（その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年３月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の大飯町企業振興条例施行規則（平

成６年大飯町規則第５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２０年１２月１日規則第１５号） 



（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、この規則による改正前のおおい町企業振興条例施行

規則第５条の規定により指定の通知をしたものに係る助成金については、なお従

前の例による。 

附 則（平成３１年３月１９日規則第２号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 (令和５年３月３１日規則第２０号）

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、この規則による改正前のおおい町企業振興条例施行

規則第５条の規定により指定の通知をしたものに係る助成金については、なお従

前の例による。ただし、おおい町企業振興条例施行規則第３条第１項第２号に定

める借地助成金に係る措置及び同規則第９条の規定による申請期間については、

この限りではない。 



別表第１（第３条関係） 

  （１）企業立地助成金 

対象業

種 

整備区

分 

交付要件 
助成対

象経費 

補助率 交 付 限

度額 投下固

定資産

総額 

新規雇用

者及びＵ

Ｉターン

者(※１) 

立 地 地

域 条 件

等 

製造業 新設 

増設 

３億円

以上 

１５人以

上 

－ 用地・

建物取

得 経

費、用

地造成

経費、

建物建

設費、

機械設

備等設

置費及 

び緑化

費 

２５％

以 内

(※２) 

３億円 

１億２

千万円

以上 

１０人以

上 

－ １億円 

３千万

円以上 

５人以上 敷 地 面

積１，０

０ ０ ㎡

以 上 又

は 建 築

面  積 

３ ０ ０

㎡以上 

３千万円 

 

移設 １千万

円以上 

３人以上 － 

先端的

農商工

連携施

設 

新設 

増設 

１億２

千万円

以上 

１０人以

上 

遊 休 地

等 

１億円 

－ ５千万円 

３千万

円以上 

５人以上 敷 地 面

積１，０

３千万円 



０ ０ ㎡

以 上 又

は 建 築

面 積 ３

０ ０ ㎡

以上 

卸売・

小売

業、サ

ービス

業等 

新設 

増設 

３億円

以上 

１５人以

上 

町 長 が

特 に 認

め た 地

域 

３億円 

１億２

千万円

以上 

１０人以

上 

１億円 

３千万

円以上 

５人以上 ３千万円 

町施策

連携事

業 

新設 

増設 

移設 

町長が別に定める要件 予算で定

める額 

  ※１ 新規雇用者及びＵＩターン者のいずれにも該当する者がいる場合、交

付要件としては１人で数える。 

  ※２ 交付要件の対象とした新規雇用者及びＵIターン者のうち、１／３以上

が若年正社員である場合、補助率を１０％加算する。 

 

  （２）借地助成金 

交付要件 助成対象経費 補助率 交付限度額 

企業立地助成金の交付要件に

該当する企業で、敷地面積３，

０００㎡以上又は建築面積

１，０００㎡以上の企業 

工場等を建設し、及

び操業するための用

地の賃借料（５年間） 

５０％以

内 

２千万円 



  （３）雇用奨励助成金 

交付要件 助成対象者等 補助率等 交付限度額 

企業立地助成

金の交付要件

に該当する企

業 

（ア）本町に住民登録をして

いる新規雇用者（※１） 

２０万円／人 ３千万円 

（イ）ＵＩターン者又は新規

学卒者（※１） 

３０万円／人 

（ウ）若年正社員（※２） ３０万円／人 

（エ）継続雇用加算（※３） 最大 

３０万円／人 

  ※１ （ア）及び（イ）は、（ア）又は（イ）のいずれか一方のみで対象と

なるものとする。 

  ※２ （ウ）は、（ア）又は（イ）の対象に補助率等を上乗せするものとす

る。 

  ※３ （エ）は、（ア）又は（イ）の対象とした雇用が、１年継続した場合

は、１０万円／人を追加交付し、２年継続した場合及び３年継続した場合

においても、それぞれ同額を追加交付するものとする。 

 

  （４）建設資金等利子補給金 

交付要件 助成対象経費 補助率 交付限度額 

企業立地助成金

の交付要件に該

当する企業 

企業立地助成金の助成対象経費

に充てるための借入金利子（５年

間） 

５ ０ ％

以内 

３千万円 

   

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 



   （１） 新設 本町に工場等を有しない者が本町に工場等を建設（取得を

含む。以下同じ。）する場合又は本町に工場等を有する者が当該工場等

と異なる業種の工場等を建設する場合をいう。 

   （２） 増設 本町に工場等を有する者が、事業を拡大する目的で当該工

場等と同一業種の工場等を建設する場合をいう。 

   （３） 移設 本町に工場等を有する者が、当該工場等を廃止し、本町内

の別の場所に当該工場等と同一の工場等を建設する場合をいう。 

  （４） 投下固定資産総額 工場等の建設に伴い、新たに地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第３４１条に掲げる固定資産を取得（中古資産

の取得を含む。）するために要した費用の総額をいう。ただし、土地に

ついては事業開始の日以前３年以内に取得した土地をいい、償却資産に

ついては所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第６条第１号から

第３号まで、第６号及び第７号に掲げる資産（耐用年数１年未満のもの

及び取得価額１０万円未満のものを除く。）をいう。 

  （５） 新規雇用者 建設した工場等の事業開始に伴い、指定事業者とな

った日から事業開始後６月以内の間に雇用（雇用保険法（昭和４９年法

律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者として同法第７条の規

定による届出がされている者（以下「雇用保険適用者」という。）に限

る。）され、かつ、当該採用された日から６月以上継続して雇用されて

いる者をいう。 

  （６） 敷地面積 工場等の用に供される土地の全面積をいう。 

  （７） 建築面積 工場等敷地内における建築物（建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第２条第１号に掲げる工作物をいう。）の建築面積

の合計をいう。 

  （８） 賃借料 工場等の建設及び操業のため、賃貸借契約により賃借す

る用地の賃借料をいう。ただし、用地に係る敷金、礼金その他これに類

する費用は除く。 



   （９） 遊休地等 本町における遊休農地、耕作放棄地、荒廃農地をいう。 

  （１０） 町施策連携事業 本町の施策、プロジェクト等と連携・協力し

て地域経済の活性化に努めるもので、町長が特に認めるものをいう。 

  （１１） ＵＩターン者 指定事業者となった日の前日に福井県外に居住

していた者又は住民票を有していた者のうち、次のいずれかに該当する

ものをいう。 

    ア 新規雇用者のうち、本町に住民登録をしているもの 

    イ 当該工場等の事業開始に伴い、福井県外の既設工場等から転属した

者（雇用保険適用者に限る。）のうち、本町に住民登録をし、かつ、

当該転属した日から６月以上継続して雇用されているもの 

   （１２） 若年正社員 新規雇用者のうち、次のいずれにも該当するものを

いう。 

    ア 当該採用された日現在で、満１５歳から３４歳までの者 

    イ 直接雇用関係のある雇用期間の定めのない労働者のうち、正社員又

は正職員等であるもの 

   （１３） 新規学卒者 新規雇用者のうち、本町に住民登録をし、かつ、

新規学卒者採用枠で採用されたもの（在学中を除く。）をいう。 

  



別表第２（第９条関係） 

助成金の名称 添付書類 交付申請期間 

企業立地助成金 （１） 土地及び建物に係る

契約書及び領収書の写し 

（２） 土地及び建物の登記

簿謄本 

（３） 償却資産明細書 

（４） 雇用の状況を確認で

きる書類 

（５） 納税証明書 

事業開始後１年以内 

※上記によりがたい場合

は、町長が別に定める

期日 

借地助成金 （１） 用地の賃貸借契約書 

（２） 雇用の状況を確認で

きる書類 

（１）初回申請 

事業開始後１年以内 

※上記によりがたい場合

は、町長が別に定める

期日 

（２）２回目以降の申請 

町長が別に定める期

間内 

雇用奨励助成金 （１） 雇用の状況を確認で

きる書類 

（２） 助成対象従業員の住

民票の写し 

（３） 納税証明書 

建設資金等利子補給金 （１） 融資（借入）申込書

及びその添付書類 

（２） 償還年次表の写し 

 

 


